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SupportCOM
MENT 年金の

そこが知りたい
役場保険年金班☎42局2111番

国民年金からの
お知らせです

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
を

を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
等

が
必
要
で
す
。

毎
年
11
月
上
旬
に
送
付

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会

社
等
が
発
行
す
る
控
除
証
明

書
と
同
様
に
、
１
年
間
に
納

付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の

額
を
証
明
す
る
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」（
ハ
ガ
キ
）
が
社

会
保
険
庁
か
ら
毎
年
11
月
上

国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納

付
し
た
全
額
が
所
得
税
・
市

町
村
民
税
の
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会

保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す

る
場
合
は
、
毎
年
１
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に

納
付
（
納
付
見
込
み
を
含
む
）

し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額

旬
に
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

証
明
内
容
は
、
本
年
１
月

か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に

納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険

料
額
と
、
年
内
に
納
付
が
見

込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込

み
額
で
す
。

２
月
上
旬
に

送
付
さ
れ
る
場
合

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金

に
加
入
し
た
場
合
な
ど
、
10

月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
初
め
て
保
険
料
を
納

付
す
る
人
に
つ
い
て
は
、
翌

年
２
月
上
旬
に
同
様
の
証
明

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
世
帯

で
連
帯
し
て
納
付

国
民
年
金
保
険
料
は
、
被

保
険
者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
世
帯
の
世
帯
主
及
び
配

偶
者
も
連
帯
し
て
納
付
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。
ご
家
族

の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
は
、
そ
の
納
付
額

の
全
額
が
納
付
し
た
人
の
所

得
税
等
の
控
除
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、
年
末
調
整
等
の

手
続
き
の
際
に
ご
自
身
の
社

会
保
険
料
の
額
と
合
算
し
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

場
合
、
ご
家
族
分
の
「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
も
、
申
告
す

る
人
の
申
告
書
に
添
付
等
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
最
寄

り
の
社
会
保
険
事
務
所
（
全

国
312
カ
所
）
の
ご
利
用
を
お

願
い
し
ま
す
。

＊
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.sia.

go.jp/
扶
養
親
族
等
申
告
書
の

提
出
を
お
忘
れ
な
く

老
齢
年
金
等
（
老
齢
ま
た

は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る

年
金
）
に
は
、
所
得
税
法
上
、

「
雑
所
得
」
と
し
て
所
得
税
が

か
か
り
ま
す
（
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
に
は
税
金
は
か
か

り
ま
せ
ん
）。
所
得
税
は
受

け
取
る
年
金
か
ら
源
泉
徴
収

さ
れ
ま
す
が
、
源
泉
徴
収
の

対
象
と
な
る
の
は
年
金
額
が

百
五
十
八
万
円
以
上
の
人
の

み
で
す
（
65
歳
未
満
の
人
は

く
し
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど

に
は
、
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か

（
申
告
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
）、
お
近

く
の
社
会
保
険
事
務
所
、
ま

た
は
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
」（
０
５
７
０
‐
０
５
‐

１
１
６
５
）
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、

所
得
税
の
控
除
を
受
け
る
た

め
の
大
切
な
届
書
で
す
。
申

告
書
が
提
出
さ
れ
な
い
と
、

控
除
申
告
が
な
い
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の

を
社
会
保
険
庁
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

は
、
毎
年
10
月
下
旬
に
社
会

保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
対

象
と
な
る
年
金
受
給
者
の
人

に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
社
会

保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
す
み

や
か
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
年
の
提
出
期
限
に

つ
い
て
は
、
12
月
１
日
と
な
っ

て
い
ま
す
。
お
忘
れ
な
く
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
扶
養
親
族
等
申
告

書
が
届
か
な
い
場
合
や
、
な

百
八
万
円
以
上
）。

所
得
税
に
は
、
納
税
者
の

税
を
負
担
す
る
能
力
に
応
じ

た
課
税
を
行
う
た
め
に
各
種

の
控
除
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
公
的
年
金
等
に
係
る
源

泉
徴
収
の
際
に
こ
の
控
除
を

受
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
「
公
的
年
金
等
の
受
給

者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
（
ハ

ガ
キ
）」（
以
下
、「
扶
養
親
族

等
申
告
書
」
と
い
い
ま
す
）

で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
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町民税や固定資産税などの町税は、地方
税法や各市町村の条例に基づいて課税さ
れます。その「税率」は地方税法で「標
準税率」が定められています。ただし、
各市町村の財政上の理由により一定の制

限の範囲内で変更することもできるとされています。
鞍手町の場合、個人の町民税はもちろん固定資産税、
軽自動車税などすべて「標準税率」を採用していま
すので、鞍手町の税金が他の市町村より高いという
ことはありません。

A答え

最近、他市町から引っ
越してきました。鞍手
町は、税金が高いと聞
きましたが本当ですか。
Q疑問

PensionQUESTION ANSWER税務
  Q&A
役場税務班☎42局2111番

税金の疑問に
お答えします。

軽自動車税種別区分による年税額一覧表（単位：円）
区  分 年税額

原
動
機
付
自
転
車

総排気量

50cc 以下のもの 1,000
50cc を超え 90cc 以下のもの 1,200
90cc を超え 125cc 以下のもの 1,600
ミニカー 2,500

軽
自
動
車

二輪（125cc を超え 250cc 以下のもの）　    　 2,400
三輪（660cc 以下のもの）　　　　　　　    　 3,100

四　輪
（660cc 以下

のもの）

乗　用
営業用 5,500
自家用 7,200

貨　物
営業用 3,000
自家用 4,000

専ら雪上を走行するもの 2,400

小型特殊自動車
農耕作業用 1,600

その他 4,700
二輪の小型自動車（250cc を超えるもの） 4,000

軽自動車税固定資産税
土地、家屋、償却資産を称して固定資産
といいます。
固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）

に固定資産を所有している人が、その固定資産の価格
をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村
に納める税金です。

夫、妻、
高校生（17 歳）、
中学生（14 歳）の
４人世帯
夫の給与収入 620 万円
妻の収入０円

例（Ｋさんの場合）

【町県民税】所得割 + 均等割
所得割

項　　目 控除額
配偶者控除（妻） 33 万円
扶養控除（中学生） 33 万円
特定扶養控除（高校生） 45 万円
社会保険料控除 42 万円
生命保険料控除 3 万 5 千円
地震保険料控除 2 万 5 千円
基礎控除 33 万円
合　　計 192 万円

所得控除額（B）
計算例

　4,420,000　－　1,920,000　＝　2,500,000 円
 　　
 2,500,000　×　10％　－　2,500  　＝ 　247,500

　4,500 円

　247,500　+　4,500　＝　252,000 円

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動
車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者
に対して、市町村により課税される税金です。

▼
▼

固定資産を評価し、その価格を決定し、
その価格をもとに課税標準額を算定します

税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

課税標準額×税率（1.4％）＝固定資産税額

給与所得控除後の金額　　  所得控除額　　       課税総所得金額

課税総所得金額　　    税率　　      調整控除額  　　　    所得割額

均等割額

　所得割額　　　  均等割額　　　　  町県民税

▼

＝－ 所得控除額（Ｂ）
町民税…3,000 円
県民税…1,500 円

×

給与所得控除後の金額（Ａ）

課税総所得金額（Ｃ） 税率（10％）

税率 10％の内訳
（町民税６％、県民税４％）

＝
+（ ）（ ）給与収入を簡易給与所得表に当てはめ算出した額

所得割額（Ｄ）

課税総所得金額（Ｃ）

調整控除額－

均等割

県民税には森林環境税の
500 円を含む

Ａ Ｂ

給与所得控除後の金額（Ａ）
＝所得金額
620 万円→ 442 万


